
④受動喫煙は「子どもの健康にダメージを与える」だけでなく、「成績の低下」や「運動能力の低下」を引き起こすことが様々な研究で明らかになっています。

奈良県の多くの学校は受動喫煙から子どもを守るために「分煙」を実施していますが、学校敷地内（建物内・外を問わず）に、「喫煙場所」があれば、子ども達

に受動喫煙は起こります。

（朝日新聞 2005年1月5日）

受動喫煙によって運動能力の低下、特に、全身持久力
（最大酸素摂取量）や運動持続時間の低下、自覚的運動
強度（疲労感）が高まる。

受動喫煙が子どもの運動能力に大きなダメージを
与える！！
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敷地内全面禁煙でなければ受動喫煙は起こります

市町村単位で学校敷地内禁煙実施をしている自治体
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郡山保健所管内で敷地内禁煙実施をしている市町村
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⑤Ｈ１８年５月現在、市町村単位で学校敷地内禁煙を実施している自治体は県下で６市町村になりました。郡山保健所管内では８市町村のうち３市町が

学校一斉敷地内禁煙を実施しており管内の敷地内禁煙実施率は４８．５％となりました。敷地内禁煙実施後は、３市町ともスムーズに無煙環境が確保され

ている状況です。右上スライドのように、学校には禁煙周知のポスターがきっちりと啓示され、子ども達の無煙環境を守ってくれています。今後、すべて

の学校において子ども達が受動喫煙の害から守られるよう、早急な環境整備が必要と考えます。

受動喫煙防止の必要性が初めて明文化された「健康増進法」が施

行され３年経過しました。果たして、奈良県においては、こどもが受

動喫煙の害から守られる環境になったのでしょうか。。。今回は「学

校敷地内禁煙化の状況」について情報提供いたします。

①健康増進法とは・・・

健康増進法

第２５条 「学校、体育館、病院、劇場、観覧
場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公
庁施設、飲食店その他の多数の者が利用す
る施設を管理するものは、これらを利用する
者について、受動喫煙を防止するために必受動喫煙を防止するために必
要な措置を講ずるように努めなければならな要な措置を講ずるように努めなければならな
いい。

平成１５年５月施行

受動喫煙対策は施設の

管理者の義務！

②健康増進法施行後、「受動喫煙防止の観点」と「教育的な観点」

から全国的には「学校敷地内禁煙」が猛スピードですすんできまし

た。法施行後２年目には全国の学校の約半分が敷地内禁煙を実施

しているという調査結果がでました。（下のスライド）

全国の幼・小・中・高校の禁煙化状況（Ｈ１７．４）

文部科学省の調査結果

①全国の国公私立の幼・小・
中・高校において敷地内禁煙を
実施している学校の割合

４５．４％（24、082校）

②４７都道府県のうち
県立学校の敷地内禁煙を
実施している割合

２６自治体（５５．３％）

①敷地内禁煙実施
の割合

２１．３％

受動喫煙対策の無い学校：８１校

無対策校率・・・全国ワースト２位

②県立学校一斉の敷地内禁煙化
・・・未実施（H18年度中には実施予定）

では、奈良県の状況は・・・

③この調査時点では、奈良県の学校における「受動喫煙防止対

策」は建物内に喫煙場所を設置する「分煙」が主な対策であり、敷

地内禁煙実施率は全国平均の半分以下という状況でした。  
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